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【第４の柱】車両の安全性の確保 

 近年の自動車に関する技術の進歩は目覚ましく、様々な先進安全技術の開

発・実用化が急速に進んでいますが、その技術を円滑かつ効果的に社会に導

入していくためには、最低限の安全性を確保するための基準の策定に加え、

運転者がその機能を正確に把握して正しく使用してもらうための対策も重要

です。 
  また、先進技術の導入により自動車の構造が複雑化するなか、使用過程に

おいてその機能を適切に維持し、自動車の安全な走行を確保するためには、

これまで以上に適切な保守管理を推進する必要があります。そこで、自動車

ユーザーの保守管理意識を高揚するとともに、自動車整備事業及び自動車検

査の制度においても適切な対応が求められます。 
 
（１）車両の安全性に関する基準等の改善の推進 

車両の安全性に関する基準等の改善の推進に資するものとして、自動車

事故報告規則により、自動車の事故及び車両に起因する事故に係わる情報

の収集を行います。 

 

（２）自動運転車※の安全対策・活用の推進 

交通事故の多くが運転者のミスに起因しており、安全に資する自動走行

技術を含む先進安全自動車（ＡＳＶ※）の普及を促進するため、あらゆる

機会を通じ自動車ユーザー等へ情報提供を行います。また、その中で安全

運転の責任は一義的にはドライバーにありますが、今後、技術の進展に伴

いドライバーの新技術に対する過信などが原因で事故が発生する恐れがあ

るため、安全運転を支援するシステムに関する自動車ユーザー等への理解

促進に努めます。 

 

（３）自動車アセスメント情報の提供等 

   自動車の安全装置の正しい使用方法、装備状況等の一般情報とともに、

自動車の車種ごとの安全性に関する比較情報を公正中立な立場で取りまと

め、これを自動車使用者に定期的に提供する自動車アセスメント事業を推

進します。また、自動車アセスメント事業及び先進技術に対する過信・誤

解を防止するための情報の公表により、ＡＳＶ技術等の自動車の安全に関

する先進技術の国民の理解促進を図ります。自動車アセスメントにおいて

は、令和２年度よりユーザーにとって評価結果をより分かりやすい形にす

るため、統合評価（１★～５★で表示）を導入しており、より一層の周知

に努めていきます。これらにより、自動車使用者の選択を通じて、より安

全な自動車の普及拡大を促進すると同時に、自動車製作者のより安全な自

動車の研究開発を促進します。 

具体的には、予防安全性能評価について、対自転車衝突被害軽減ブレー



第１編 道路交通の安全 

第２章 道路交通安全についての対策 

 58

キ（対自転車ＡＥＢＳ※）や交差点衝突被害軽減ブレーキ（交差点ＡＥＢ

Ｓ）などの試験項目の拡充を図るとともに、衝突安全性能評価については、

より事故実態に即した前面衝突試験など、事故の状況や技術の進化・高度

化を踏まえた新たな試験・評価方法の検討を行います。  

また、チャイルドシートについても、i-Size 対応のチャイルドシートの

普及啓発を行うほか、安全性能評価の強化について検討を行うとともに、

製品ごとの安全性に関する比較情報等を、例えば、産婦人科や地方公共団

体窓口等を通じ、それを必要とする自動車ユーザーに正しく行き渡るよう

にすることにより、より安全なチャイルドシートの普及拡大を図ります。 

 

（４）自動車の検査及び点検整備の充実 

  ① 自動車の検査の充実 
自動車の保有台数の増加により急増する検査需要に対し、指定整備工

場の一層の活用を図り、監査の定期的実施により、その質の維持向上を

図ります。 
また、自動車の検査を適切かつ円滑に実施するため、独立行政法人自

動車技術総合機構が検査コースの改修・高度化を行うとともに、検査制

度の維持を図るため、検査用機器の管理を適切に行います。 
  ② 自動車点検整備の充実 
   ア 自動車点検整備の推進 

 自動車ユーザーの保守管理意識の高揚を図るとともに、点検整備の

励行を維持するため、「自動車点検整備推進運動」を関係機関・団体等

の協力のもとに展開します。特に、同運動期間中、関係団体協力のも

と、「自動車点検フェスティバル」を通じて、自動車ユーザーに対して

点検整備の必要性についての啓蒙・啓発を積極的に推進します。 
 また、継続検査等において、自動車検査証に定期点検整備の実施状

況を記載することにより、自動車ユーザーに対し定期点検整備実施状

況の情報提供を行い、実施されていない自動車に対して確実な実施を

求めるほか、自動車運送事業者の保有する事業用車両の安全性を確保

するため、自動車運送事業者監査、整備管理者研修等のあらゆる機会

を捉え、関係者に対し、車両の保守管理について指導を行い、その確

実な実施を推進します。 
   イ 不正改造車の排除 

 道路交通に危険を及ぼすなど社会的問題となっている暴走族の不正

改造車や過積載を目的とした不正改造車等を排除し、自動車の安全運

行を確保するため、関係機関の支援及び自動車関係団体の協力の下に

「不正改造車を排除する運動」を展開し、広報活動の推進、関係者へ

の指導を行うほか、街頭検査等を強化することにより、不正改造防止

について、自動車ユーザー及び自動車関係事業者等の認識を高めます。
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また、不正改造行為の禁止及び不正改造車両に対する整備命令制度に

ついて、その的確な運用に努めます。 
   ウ 自動車特定整備事業の適正化 

 自動車特定整備事業においては、整備技術の高度化、自動車ユーザ

ーの多様化への対応、人材の確保等構造的な問題を抱えていることか

ら、自動車関連団体で構成する「自動車整備人材確保・育成推進協議

会」と協力し自動車整備士の人材確保に取り組むほか、事業実態の把

握をするため定期的な監査を実施するとともに、不正が確認された場

合には行政処分を行い、事業運営を改善させるなど、適正に事業を運

営するよう指導監督を強化します。 
 また、認証を取得しないで特定整備等を行う未認証事業者に対して、

通報等の情報を活用し、認証取得への指導を強化します。 
   エ 自動車の新技術への対応等整備技術の向上 

 高度化する自動車構造装置に対応できる自動車整備士の育成につい

ては、自動車関係団体と協力しつつ、自動車整備士技能検定試験等を

実施しているほか、整備技術の質的な変化に対応できるよう整備主任

者研修を実施し、また、新技術への対応向上を図るため「技術資料の

充実」及び「技術相談窓口の活用」等について、自動車関係団体を指

導し、新技術に対応した点検整備体制の充実強化に努めます。 
 また、近年の自動車技術の電子化、高度化に伴い、衝突被害軽減ブ

レーキ※に代表される先進安全技術への点検整備を充実させるため、

自動車特定整備制度の施行を踏まえ、先進安全自動車への整備技術の

高度化を推進します。 
   オ ペーパー車検等の不正事案に対する対処の強化 

いわゆるペーパー車検のような車検制度そのものを否定するような

極めて悪質な行為が後を絶たないところであり、その不正も組織的で

巧妙に隠蔽されていることから、監査手法等の検証・研究を行い、厳

正な監査を実施します。 
 

（５）リコール制度の充実・強化 

自動車ユーザーの目線に立ったリコールの実施のために、自動車ユーザ

ーからの不具合情報の収集を推進するとともに、自動車ユーザーに対して、

自動車の不具合に対する関心を高めるため、リコール関連情報等の周知を

行うほか、自動車関連事業者等の講習会等において制度の説明を行い、積

極的な情報提供を促します。 

 


